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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　拡散法により、ドナー原子あるいはアクセプター原子となりうる原子を不純物としてシ
リコン原子１０４個に対して１個以上の割合でドープし、電気伝導度σが２０℃で１Ｓcm
-1以上としたシリコン結晶を負極活物質の主構成物質として用いた非水電解質二次電池。
【請求項２】
　前記シリコン結晶が、単結晶である請求項１に記載の非水電解質二次電池。
【請求項３】
　前記シリコン結晶が、粉末状である請求項１又は２に記載の非水電解質二次電池。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は非水電解質電池に関するもので、さらに詳しくはその負極活物質に関するもので
ある。
【０００２】
【従来の技術】
従来より非水電解質電池用の負極活物質として、リチウムを用いることが代表的であった
が、充電時に生成するリチウムの樹枝状析出（デンドライト）のため、サイクル寿命の点
で問題があった。また、このデンドライトはセパレーターを貫通し内部短絡を引き起こし
たり、発火の原因ともなっている。
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【０００３】
また、上記のような充電時に生成するデンドライトを防止する目的で金属リチウムとの合
金も用いられたが、充電量が大きくなると負極の微細粉化や、負極活物質の脱落などの問
題があった。
【０００４】
現在、長寿命化及び安全性のために負極に炭素材料を用いる電池などが注目を集め一部実
用化されている。しかしながら、負極に用いられる炭素材料は、急速充電時に内部短絡や
充電効率の低下が生じるという問題があった。これらの炭素材料は一般的に、炭素材料へ
のリチウムのドープ電位が０Ｖに近いため、急速充電を行う場合、電位が０Ｖ以下になり
電極上にリチウムを析出することがあった。そのため、セルの内部短絡を引き起こしたり
、放電効率が低下する原因となる。また、このような炭素材料は、サイクル寿命の点でか
なりの改善がなされているが、密度が比較的小さいため、体積当たりの容量が低くなって
しまうことになる。つまり、この炭素材料は高エネルギー密度という点からは未だ不十分
である。その上、炭素上に被膜を形成する必要があるものについては初期充放電効率が低
下し、この被膜形成に使われる電気量は不可逆であるため、その電気量分の容量低下につ
ながる。
【０００５】
一方、金属リチウムやリチウム合金または炭素材料以外の負極活物質として、ケイ素とリ
チウムを含有する複合酸化物Ｌｉx Ｓｉ1-y Ｍy Ｏz （特開平７－２３０８００号）や、
非晶質カルコゲン化合物Ｍ1 Ｍ2 

p Ｍ
4 
q （特開平７－２８８１２３号）を用いることが

提唱されており、高容量、高エネルギー密度の点で改善されている。
【０００６】
しかしながら、上記のような複合酸化物は、活物質自身の電気伝導度が低いため、急速充
電及び負荷特性に問題があった。この問題を解決する目的で導電剤の添加が試みられてい
るが、満足が得られる充放電特性を得るためには、密度の低い炭素材料を導電剤として十
分な量を用いる必要があり、体積当たりの容量が低下することになる。
【０００７】
また、複合酸化物等は材料自身が酸化物であるため、酸化物の還元を経てリチウムとの反
応が進行すると考えられるため、特に初期での不可逆的な還元が起こり、初期充放電効率
が低くなることがあった。従って、さらなる高容量、高エネルギー密度で、サイクル寿命
が長く、安全な非水電解質電池用負極材料の開発が望まれている。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
即ち、負極としてリチウム金属やリチウムと金属の合金を用いる場合は高電圧や、高容量
、高エネルギー密度としての利点はあるものの、サイクル性や安全性の上で問題があり、
炭素材料を用いる場合は、高電圧や、安全性の面で有利であるものの、高容量、高エネル
ギー密度の面で不十分である。さらに、酸化物負極を用いる場合は、高容量、高エネルギ
ー密度の点は改善されているようであるが、高電圧、充放電効率特性、サイクル寿命や安
全性の点では満足がいかないものである。
【０００９】
このため、高電圧、高エネルギー密度で、優れた充放電サイクル特性を示し、安全性の高
い二次電池を得るには、充放電時のリチウムの吸蔵放出の際に結晶系の変化や体積変化が
少なく、できるだけリチウム電位に近い作動領域で、かつ可逆的にリチウムを吸蔵放出可
能な導電性のある化合物が望まれている。
【００１０】
　本発明は、拡散法により、ドナー原子あるいはアクセプター原子となりうる原子を不純
物としてシリコン原子１０４個に対して１個以上の割合でドープし、電気伝導度σが２０
℃で１Ｓcm-1以上としたシリコン結晶を負極活物質の主構成物質として用いた非水電解質
二次電池である。
【００１１】
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　また、本発明は、前記シリコン結晶が、単結晶であることを特徴としている。
　また、本発明は、前記シリコン結晶が、粉末状であることを特徴としている。
【００１２】
先に、リチウムとケイ素の合金としてはＢｉｎａｒｙ　Ａｌｌｏｙ　Ｐｈａｓｅ　Ｄｉａ
ｇｒａｍｓ（ｐ２４６５）にあるように、Ｌｉ22Ｓｉ5 までの組成で合金化することが知
られている。また、特開平５－７４４６３号では、負極にシリコンの単結晶を用いること
で、サイクル特性が向上することを報告している。しかしながら、急速充放電用非水電解
質電池の負極材としてシリコンにリチウムをドープさせようと試みると、ほとんどドープ
が起こらずにリチウムが析出してしまうことが分かった。そこで、本発明者らは、共有結
合結晶に関して電子伝導性向上の検討を行った結果、リチウムの析出といった現象が起こ
らずにリチウムの吸蔵、放出がスムーズに進行することが分かった。さらに、この反応は
約０．１Ｖという極めてリチウム電位に近い電位で進行し、理論容量に近い高容量が得ら
れ、可逆性に優れることが分かった。
【００１３】
つまり、リチウムとシリコンの合金は知られているものの、シリコン自身は元来共有結合
結晶の真性半導体であり、そのままでは電子伝導性が低く、電池負極材料としての特性が
悪かった。そのため、研究の対象になりにくい素材であったが、電池内部に組み込む材料
としてシリコンにドナー原子、アクセプター原子となり得る原子をドープすることにより
、電子伝導性が向上してリチウムの吸蔵放出が容易に起こることを見い出した。特に、シ
リコンを単結晶とすることで結晶の崩壊や微粉末化や脱落といった現象が見られず、サイ
クル特性が向上することが分かった。
【００１４】
【発明の実施の形態】
ここで言う共有結合結晶としては、Ｓｉ，Ｇｅ，ＧａＡｓ，ＧａＰ，ＩｎＳｂ，ＧａＰ，
ＳｉＣ，ＢＮ等が挙げられ、それらのうち本発明に用いるシリコンについては特に優れた
充放電特性が得られ、資源的に豊富であり、毒性が低いため特に好ましい。また、その結
晶系については、単結晶、多結晶、アモルファス等が挙げられ、それらのうち単結晶につ
いては特に優れた充放電特性が得られるので好ましいが、これらに限定されるものではな
い。
【００１５】
さらに、この共有結合結晶は、電子伝導性を向上させる目的で不純物を含むものとする。
ここで言う不純物とは周期律表のすべての元素のうち、ドナー原子、アクセプター原子と
なり得るものであり、好ましくはＰ，Ａｌ，Ａｓ，Ｓｂ，Ｂ，Ｇａ，Ｉｎ等であるが、こ
れらに限定されるものではない。
【００１６】
シリコンの単結晶を得る方法としては、ＣＺ法（チョクラルスキ法、または引き上げ法）
、ＦＺ（フローティング・ゾーン）法、煙法等が挙げられるがこれらに限定されるもので
はない。
【００１７】
混在する不純物の濃度については、通常シリコン原子１０7 個から１０6 個にドナー原子
あるいはアクセプター原子１個の割合であるが、好ましくは高濃度のドーピングが適して
おり、本発明においては、シリコン原子１０4 個にドナー原子あるいはアクセプター原子
１個の割合、またはそれ以上の高濃度とする。この様な不純物をドープすること等により
得られる電気伝導度σは２０℃で、１０-5Ｓcm-1以上が好ましく、さらに好ましくは１０
-2Ｓcm-1以上であり、本発明においては、最も好ましい１Ｓcm-1以上である。
【００１８】
本発明に用いる共有結合結晶は、平均粒子サイズ０．１～５００μｍである粉体が望まし
い。所定の形状の粉体を得るためには粉砕機や分級機が用いられる。例えば乳鉢、ボール
ミル、サンドミル、振動ボールミル、遊星ボールミル、ジェットミル、カウンタージェッ
トミル、旋回気流型ジェットミルや篩等が用いられる。粉砕時には水、あるいはヘキサン
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等の有機溶剤を共存させた湿式粉砕を用いることもできる。分級方法としては特に限定は
なく、篩や風力分級機などが乾式、湿式ともに必要に応じて用いられる。
【００１９】
本発明に併せて用いることができる負極材料としては、リチウム金属、リチウム合金など
や、リチウムイオンまたはリチウム金属を吸蔵放出できる焼成炭素質化合物やカルコゲン
化合物、メチルリチウム等のリチウムを含有する有機化合物等が挙げられる。また、リチ
ウム金属やリチウム合金、リチウムを含有する有機化合物を併用することによって、本発
明に用いる共有結合結晶とリチウムの合金に、さらにリチウムを電池内部で挿入すること
も可能である。
【００２０】
本発明の共有結合結晶とリチウムの合金を粉末として用いる場合、電極合剤として導電剤
や結着剤やフィラー等を添加することができる。導電剤としては、電池性能に悪影響を及
ぼさない電子伝導性材料であれば何でも良い。通常、天然黒鉛（鱗状黒鉛、鱗片状黒鉛、
土状黒鉛など）、人造黒鉛、カーボンブラック、アセチレンブラック、ケッチェンブラッ
ク、カーボンウイスカー、炭素繊維や金属（銅、ニッケル、アルミニウム、銀、金など）
粉、金属繊維、金属の蒸着、導電性セラミックス材料等の導電性材料を１種またはそれら
の混合物として含ませることができる。これらの中で、黒鉛とアセチレンブラックとケッ
チェンブラックの併用が望ましい。その添加量は１～５０重量％が好ましく、特に２～３
０重量％が好ましい。
【００２１】
　結着剤としては、通常、テトラフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデン、ポリエチレ
ン、ポリプロピレン、エチレン－プロピレンジエンターポリマー（ＥＰＤＭ）、スルホン
化ＥＰＤＭ、スチレンブタジエンゴム（ＳＢＲ）、フッ素ゴム、カルボキシメチルセルロ
ース等といった熱可塑性樹脂、ゴム弾性を有するポリマー、多糖類等を１種または２種以
上の混合物として用いることができる。また、多糖類の様にリチウムと反応する官能基を
有する結着剤は、例えばメチル化するなどしてその官能基を失活させておくことが望まし
い。その添加量としては、１～５０重量％が好ましく、特に２～３０重量％が好ましい。
【００２２】
フィラーとしては、電池性能に悪影響を及ぼさない材料であれば何でも良い。通常、ポリ
プロピレン、ポリエチレン等のオレフィン系ポリマー、アエロジル、ゼオライト、ガラス
、炭素等が用いられる。フィラーの添加量は０～３０重量％が好ましい。
【００２３】
電極活物質の集電体としては、構成された電池において悪影響を及ぼさない電子伝導体で
あれば何でもよい。例えば、正極集電体の材料としては、アルミニウム、チタン、ステン
レス鋼、ニッケル、焼成炭素、導電性高分子、導電性ガラス等の他に、接着性、導電性、
耐酸化性向上の目的で、アルミニウムや銅等の表面をカーボン、ニッケル、チタンや銀等
で処理したものを用いることができる。負極集電体の材料としては、銅、ステンレス鋼、
ニッケル、アルミニウム、チタン、焼成炭素、導電性高分子、導電性ガラス、Ａｌ－Ｃｄ
合金等の他に、接着性、導電性、耐酸化性向上の目的で、銅等の表面をカーボン、ニッケ
ル、チタンや銀等で処理したものを用いることができる。これらの材料については表面を
酸化処理することも可能である。これらの形状については、フォイル状の他、フィルム状
、シート状、ネット状、パンチ又はエキスパンドされた形状、ラス体、多孔質体、発砲体
、繊維群の形成体等が用いられる。厚みは特に限定はないが、１～５００μｍのものが用
いられる。
【００２４】
この様にして得られる共有結合結晶とリチウムの合金を負極活物質として用いることがで
きる。一方、正極活物質としては、ＭｎＯ2 ，ＭｏＯ3 ，Ｖ2 Ｏ5 ，Ｌｉx ＣｏＯ2 ，Ｌ
ｉx ＮｉＯ2 ，Ｌｉx Ｍｎ2 Ｏ4 ，等の金属酸化物や、ＴｉＳ2 ，ＭｏＳ2 ，ＮｂＳｅ3 

等の金属カルコゲン化物、ポリアセン、ポリパラフェニレン、ポリピロール、ポリアニリ
ン等のグラファイト層間化合物及び導電性高分子等のアルカリ金属イオンや、アニオンを
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吸放出可能な各種の物質を利用することができる。
【００２５】
特に本発明の共有結合結晶とリチウムの合金を負極活物質として用いる場合、高エネルギ
ー密度という観点からＶ2 Ｏ5 ，ＭｎＯ2 ，Ｌｉx ＣｏＯ2 ，Ｌｉx ＮｉＯ2 ，Ｌｉx Ｍ
ｎ2 Ｏ4 ，Ｌｉx Ｆｅ2 （ＳＯ4 ）3 ，Ｌｉx ＦｅＰＯ4 ，Ｌｉ1+x Ｔｉ2 （ＰＯ4 ）3 

，Ｌｉ3+x Ｆｅ2 （ＰＯ4 ）3 等の２～４Ｖの電極電位を有するものが望ましい。特にＬ
ｉx ＣｏＯ2 ，Ｌｉx ＮｉＯ2 ，Ｌｉx Ｍｎ2 Ｏ4 等のリチウム含有遷移金属酸化物が好
ましい。
【００２６】
また、電解質としては、例えば有機電解液、高分子固体電解質、無機固体電解質、溶融塩
等を用いることができ、この中でも有機電解液を用いることが好ましい。この有機電解液
の有機溶媒としては、プロピレンカーボネート、エチレンカーボネート、ブチレンカーボ
ネート、ジエチルカーボネート、ジメチルカーボネート、メチルエチルカーボネート、γ
－ブチロラクトン等のエステル類や、テトラヒドロフラン、２－メチルテトラヒドロフラ
ン等の置換テトラヒドロフラン、ジオキソラン、ジエチルエーテル、ジメトキシエタン、
ジエトキシエタン、メトキシエトキシエタン等のエーテル類、ジメチルスルホキシド、ス
ルホラン、メチルスルホラン、アセトニトリル、ギ酸メチル、酢酸メチル、Ｎ－メチルピ
ロリドン、ジメチルフォルムアミド等が挙げられ、これらを単独又は混合溶媒として用い
ることができる。また支持電解質塩としては、ＬｉＣｌＯ4 、ＬｉＰＦ6 、ＬｉＢＦ4 、
ＬｉＡｓＦ6 、ＬｉＣＦ3 ＳＯ3 、ＬｉＮ（ＣＦ3 ＳＯ2 ）2 等が挙げられる。一方、高
分子固体電解質としては、上記のような支持電解質塩をポリエチレンオキシドやその架橋
体、ポリフォスファゼンやその架橋体等といったポリマーの中に溶かし込んだものを用い
ることができる。さらに、Ｌｉ3 Ｎ，ＬｉＩ等の無機固体電解質も使用可能である。つま
り、リチウムイオン導伝性の非水電解質であればよい。
【００２７】
セパレーターとしては、イオンの透過度が優れ、機械的強度のある絶縁性薄膜を用いるこ
とができる。耐有機溶剤性と疎水性からポリプロピレンやポリエチレンといったオレフィ
ン系のポリマー、ガラス繊維、ポリフッ化ビニリデン、ポリテトラフルオロエチレン等か
らつくられたシート、微孔膜、不織布が用いられる。セパレーターの孔径は、一般に電池
に用いられる範囲のものであり、例えば０．０１～１０μｍである。また、その厚みにつ
いても同様で、一般に電池に用いられる範囲のものであり、例えば５～３００μｍである
。
【００２８】
本発明の共有結合結晶を粉体として用いる場合、その粉体の少なくとも表面層部分を修飾
することも可能である。例えば、金、銀、カーボン、ニッケル、銅等の電子伝導性のよい
物質や、炭酸リチウム、ホウ素ガラス、固体電解質等のイオン伝導性の良い物質をメッキ
、焼結、メカノフュージョン、蒸着等の技術を応用してコートすることが挙げられる。
【００２９】
この様な優れた充放電特性が得られる理由としては、必ずしも明確ではないが以下のよう
に考察される。すなわち、共有結合を有する結晶はリチウムとの合金が可能であり、その
合金中のリチウムの存在比は大きいことが窺える。しかしながら共有結合を有する結晶は
半導体であるものの真性半導体であり、その常温での電気伝導度は低く充放電時の分極が
比較的大きい。これに対し、共有結合結晶中にドナー原子、アクセプター原子となりうる
不純物がドープされると電子伝導性が向上して充放電時の分極が小さくなり、容易にリチ
ウムイオンに電子を与えることにより、リチウム合金として吸蔵し、また吸蔵されたリチ
ウム合金は容易に電子を放出してリチウムイオンとして放出される。つまり、共有結合結
晶が電子を流すメカニズムを得ることによって結晶内部での電子の流れがスムーズになり
、リチウムイオンの吸蔵放出を容易にすると推定される。また、シリコンやガリウムの結
晶構造はダイヤモンドと同じ面心立方構造であるため、結晶の結合が非常に強固であり、
リチウムの吸蔵放出に関わる膨脹収縮に追随し、活物質自身の微細化や脱落といったこと
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が見られず、充放電の可逆性を向上させているものと考えられる。さらに、単結晶を用い
ると、結晶内部に粒界が存在しないため、リチウムの吸蔵放出時に結晶の膨脹収縮が生じ
ても粒界にストレスがたまることが無く、その結果活物質自身の微粉化や脱落といったこ
とが見られず、充放電の可逆性が向上しているものと考えられる。
【００３０】
本発明の共有結合結晶を主構成物質とする負極活物質は、非水電解質中において金属リチ
ウムに対し少なくとも０～２Ｖの範囲でリチウムイオンを吸蔵放出することができる。ま
た、共有結合結晶が強固なことから、通常の合金に見られる充放電時の微細粉化や負極活
物質の部分的な電気的孤立化が抑えられる。また、あらかじめ共有結合結晶にドナー原子
、アクセプター原子となりうる不純物がドープされると電子伝導性が向上し、共有結合結
晶とリチウムの合金化をスムーズにする。また、このような共有結合結晶を粉末状として
取り扱うことにより、集電体上にコーティングすることが可能となり、円筒、角形、扁平
、コイン、フィルム状といった種々の電池形状の設計が可能となる。また、導電剤と併用
することも可能となり、充放電のレート特性も向上する。さらに、負極電位がリチウム電
位に近く低いため、電池としての電圧が高電圧となり、その上、リチウムを吸蔵できる量
が大きいことから、高エネルギー密度が達成される。特に共有結合結晶として単結晶を用
いると、結晶内部に粒界が存在しないためにリチウムの吸蔵放出時に結晶の膨脹収縮が生
じても、粒界にストレスがたまることが無く、その結果活物質自身の微細化や脱落といっ
たことが見られず充放電の可逆性を向上させているものと考えられる。その上、負極材料
としてシリコンを用いることは、シリコン自身の毒性が低く、資源的に豊富な材料である
ため特に優れている。このような負極活物質を電極材料として用いることにより、高電圧
、高エネルギー密度で、優れた充放電サイクル特性を示し、安全性の高い非水電解質電池
を得ることができる。
【００３１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例について説明する。
（実施例１）
拡散法により、シリコン原子１０4 個にＰ原子１個の割合でドープしたｎ型半導体である
シリコン単結晶を（ａ）、シリコン原子１０4 個にＰ原子１個の割合でドープしたｎ型半
導体であるシリコン多結晶を（ｂ）、シリコン原子１０4 個にＢ原子１個の割合でドープ
したｐ型半導体であるシリコン単結晶を（ｃ）、シリコン原子１０4 個にＢ原子１個の割
合でドープしたｐ型半導体であるシリコン多結晶を（ｄ）とする。この固有抵抗は２０℃
で、ｎ型半導体は３３Ｓcm-1、ｐ型半導体は２０Ｓcm-1であった。それぞれの共有結合性
結晶について乳鉢で粉砕し、これらの負極活物質を用いて次のようにしてコイン型リチウ
ム二次電池を試作した。負極活物質とアセチレンブラック及びポリテトラフルオロエチレ
ン粉末とを重量比８５：１０：５で混合し、トルエンを加えて十分混練した。これをロー
ラープレスにより厚み０．３ｍｍのシート状に成形した。次にこれを直径１６ｍｍの円形
に打ち抜き、減圧下２００℃で１５時間熱処理して負極２を得た。負極２は負極集電体７
の付いた負極缶５に圧着して用いた。
【００３２】
正極１は、正極活物質としてＬｉＣｏＯ2 とアセチレンブラック及びポリテトラフルオロ
エチレン粉末とを重量比８５：１０：５で混合し、トルエンを加えて十分混練したものを
用いた。これをローラープレスにより厚み０．８ｍｍのシート状に成形した。次にこれを
直径１６ｍｍの円形に打ち抜き、減圧下２００℃で１５時間熱処理して正極１を得た。正
極１は正極集電体６の付いた正極缶４に圧着して用いた。　エチレンカーボネートとジエ
チルカーボネートとの体積比１：１の混合溶剤にＬｉＰＦ6 を１ｍｏｌ／リットルの濃度
に溶解した電解液を用い、セパレータ３にはポリプロピレン製微多孔膜を用いた。上記正
極、負極、電解液及びセパレータを用いて直径２０ｍｍ、厚さ１．６ｍｍのコイン型リチ
ウム電池を作製した。これら共有結合性結晶（ａ）～（ｄ）を用いた電池をそれぞれ（Ａ
）～（Ｄ）とする。
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【００３３】
（比較例１）
不純物を含まない共有結合性結晶としてガリウム・ヒ素の単結晶（ｅ）を用いた。この固
有抵抗は２０℃で１０-8Ｓcm-1であった。これ以外は上記実施例１と同様にしてコイン型
リチウム電池を作製した。得られた電池を（Ｅ）とする。
【００３４】
（比較例２）
共有結合性結晶の代わりにアルミニウム粉末を用い、それ以外は上記実施例１と同様にし
てコイン型リチウム電池を作製した。得られた電池を（Ｆ）とする。
この様に作製したコイン型リチウム電池の容量試験を行った。共有結合性結晶を用いた（
Ａ）～（Ｅ）と、金属結晶を用いた（Ｆ）についてはリチウムの吸蔵放出が確認されたが
、２０℃で１０-5Ｓcm-1より低い共有結合結晶を用いたセル（Ｄ）についてはほとんどリ
チウムの放出ができなかった。このときの初期の容量と１０サイクル目の容量を表１に示
した。２０℃で１０-5Ｓcm-1より低い共有結合結晶を用いたセル（Ｅ）については抵抗が
大きく、シリコンへのリチウムの吸蔵放出が起こり難かったことが伺える。また、金属結
晶を用いた（Ｆ）については、この結果から明らかなように充放電の可逆性に乏しいこと
が伺える。おそらく金属結晶とリチウムの合金化の際に生じる微粉化により電気的に孤立
化した活物質が増えるためであろうと考えられる。本発明である不純物をドープし電子伝
導性が向上した共有結合性結晶を用いた負極については、充放電サイクル性に優れ、高容
量であることが分かる。さらに同じ不純物をドープし電子伝導性が向上した共有結合性結
晶（Ａ）～（Ｄ）において、単結晶を用いた（Ａ），（Ｃ）においては多結晶を用いた（
Ｂ），（Ｄ）よりサイクル特性が向上していることが伺える。即ち、単結晶は結晶内部に
粒界が存在しないため、リチウムの吸蔵、放出時に結晶の膨張、収縮が生じても粒界にス
トレスがたまることなく、活物質自身の微粉化や脱落といったことが抑制できたためであ
り、その結果としてサイクル特性が向上したと考えられる。
【００３５】
【表１】



(8) JP 4624500 B2 2011.2.2

10

20

30

40

【００３６】
実施例においては、電気伝導度σが２０℃で１０-5Ｓcm-1以上の共有結合結晶としてシリ
コンを挙げたが、同様の効果が他の共有結合結晶についても確認された。なお、本発明は
上記実施例に記載された活物質の出発原料、製造方法、正極、負極、電解質、セパレータ
及び電池形状などに限定されるものではない。
【００３７】
【発明の効果】
本発明は上述の如く構成されているので、高電圧、高容量、高エネルギー密度で、優れた
充放電サイクル特性を示し、安全性の高い非水電解質電池を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例２に係るコイン型非水電解質電池の断面図である。
【符号の説明】
１　　負極
２　　正極
３　　セパレータ
４　　負極缶
５　　正極缶
６　　負極集電体
７　　正極集電体
８　　絶縁パッキング
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